
学校運営協議会（北浜中ＣＳ）

○役割 学校運営や必要な支援に関する協議を行う
学校運営の改善・児童の健全育成をめざす

1 学校運営の基本方針を承認する
２ 学校運営について、意見を述べることができる
３ 教職員の任用に関して、意見を述べることができる

○組織 校長が推薦し、市教委が任命 任期は原則３年
会長、副会長を置く １０人以内

○会合 年４回の開催が基本 はままつ人づくり
ネットワーク（行政）
はままつ人づくり
ネットワーク（行政）

2022年度から学校運営協議会（北浜中コミュニティ・スクール）がスタートします。
～学校と地域住民等が力を合わせて学校運営に取り組む「地域とともにある学校」づくりを目指した有効な仕組み～

学校運営方針の承認

学校参観

学校関係者評価 授業（学習）支援 部活動支援･指導

朝の読み聞かせ行事支援

青少年健全育成会活動

新たな支援・協働活動

・学校担当

（学校）

・学校支援

コーディ

ネーター

（地域）

学校支援・協働活動の協議

2022.04.18 北浜中学校

2022年度 委員

地公法第3条3項に規定する

特別職の地方公務員 敬称略

古川 員巳（前自治会長）
柴田 義久（現自治会長）
大村 仁（元ＰＴＡ会長）
髙柳 久代（主任児童委員）
太田 好美（浜北区協議会委員）
藤本 正俊（Ｒ３ＰＴＡ会長）
大岡 成光（Ｒ４ＰＴＡ会長）
岡村 洋子（学校支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）

ＰＴＡ活動

各自治会・地域住民各自治会・地域住民

企業・自営業者企業・自営業者

青少年健全育成会青少年健全育成会

北浜中ＰＴＡ北浜中ＰＴＡ

その他の協議

コミュニケーション

協働意識

役割分担目指す学校の姿「地域住民・保護者とともに、生徒、教職員が、チームで教育活動に取り組む学校」
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連絡・調整

北浜南部協働センター北浜南部協働センター

その他その他

地域ボランティア活動 地域主催の活動学校
校長 教頭 主幹教諭
ＣＳディレクター 関係職員

関係する団体･個人

オブザーバー
北浜南部協働センター職員
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